
法令等違反行為に関する外部通報制度について 

 

 国立病院機構においては、公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２

号）に基づいて外部通報制度を定め、職員等以外の皆様からの、法令等違

反行為に関する通報に対応しています。 

１．通報相談窓口 

通報又は相談を受け付ける窓口（通報相談窓口）を設置し、職員（通報相

談員）を配置しています。 

当院に関する通報相談窓口は、当院の事務部管理課、近畿グループ担当理

事部門及び本部の内部統制室です。 

なお、グループ担当理事部門や本部の内部統制室においても、通報相談窓

口として、皆様からの通報を受け付けることは可能です。 

 

【当院の窓口】 

やまと精神医療センター事務部 管理課庶務班長 

 住  所： 〒６３０－１０４２ 

       奈良県大和郡山市小泉町２８１５番地 

 電話番号： ０７４３－５２－３０８１ 

       ※電話受付時間 １０：００～１７：００ 

（土日祝日、年末年始除く） 

 メ ー ル：417-tuhou@mail.hosp.go.jp 


